
岩手県告示第58号 

 公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成16年岩手県条例第36号）第３条の規定により、公の施設の指定管

理者を次のとおり指定した。 

  平成27年１月20日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

１ 管理を行わせる公の施設の名称 岩手産業文化センター 

２ 指定管理者として指定したものの住所及び名称 

 (１) 住所 盛岡市盛岡駅西通二丁目９番１号マリオス13階 

 (２) 名称 岩手県ビル管理事業協同組合・株式会社ＪＴＢ東北共同事業体 

３ 指定の期間 平成27年４月１日から平成30年３月31日まで 
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